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夏 休 み の 過 ご し 方 に つ い て の お 願 い 
 

 厳しい暑さが続く季節となりました。保護者の皆様方には、日頃より、学校教育に対しご協力い

ただき、心より感謝申し上げます。さて、７月２０日～９月１日まで、子どもたちが楽しみにして

いる夏休みを迎えますが、開放感から心身の事故も起こりがちです。感染対策に引き続き留意しな

がら、健全な校外生活が過ごせますよう、ご家庭におかれましても、ご指導のほどよろしくお願い

いたします。 

記 

１ 規則正しい生活 

◆ 早寝早起きをして、三食をしっかり食べる。 

早寝早起き、食事を三食摂るなど、規則正しく生活できるようご協力をお願いします。 

 

◆ 朝１０時までは、家で過ごす。 

本校では以前より、事故や非行防止及び学習習慣の定着のために、休日は朝１０時ま

では、家庭で宿題や自主学習をして過ごすことを指導しています。子どもたちのため、ご家

庭でもご理解とご協力をお願いいたします。 

※  合唱練習等で、早い時間に登校する時は、交通安全に気を付けて登校させてください。 

 

◆ 積極的にあいさつをする。 

大きな声で、自分からあいさつができるように、ご家庭でも声掛けをお願いいたします。 

 

２ 事故・非行の未然防止 

◆ 「だれと、どこへ、何をしに、いつ帰る」を家の人に言ってから出かける。 

危険防止のため、必ず行き先を伝えて外出することをご指導ください。 

 

◆ 交通ルールを守る。 

不意に飛び出しをしないよう、必ず左右を見て確かめることや、自転車に乗るときのヘル 

メットの着用を、ご家庭でもご確認ください。 

 

◆ 火遊びをしたり、大人がいない家で遊んだりしない。 

興味本位での火遊びが、人命や財産をすべて失う重大な結果を招きます。子どもたちが手

にできないように、マッチやライター、空気銃などの確実な管理をお願いいたします。 

また、事故や非行の温床にならないよう、大人のいない家で、子どもだけで遊ぶ環境を

つくらないように、ご協力をお願いいたします。 

（一度たまり場になると、以後ずっと続いてしまう傾向があります。） 

 

家庭数 



 

◆ 危険な場所で遊ばない。台風が接近しているときや、警報が出ているときには、外

に出ない。 

川や池、用水路他、危険個所には近付かないことをご指導ください。 

新居浜市で泳いで良い場所は、監視員のいるプールと海水浴場のみです。 

 

◆ 校区外、映画館、ゲームセンターなどへは、子どもだけで行かない。 

交通事故、不審者、連れ去り、金銭トラブルなど、様々な危険が存在しています。子ども

だけで校区外や遊技場には行かないこと、保護者と一緒に出かけるときも大人と離

れて子どもだけで行動しないこと、また校区内でも、用もなくコンビニ、スーパー、ドラ

ッグストアなどに行かないことをご指導ください。 

 

 ◆ 無駄づかいや、お金や物の貸し借りをしない。 

お金は、家の人が働いて得たことをよく考えて大切に使う等、正しい金銭感覚を身に付け

ることが大切です。また、万引きや、お金や物（ゲーム機器やソフトなど）の貸し

借りをしないこともご指導ください。 

 

 ◆ 不審者被害を未然に防止する。 

防犯ブザーの携帯や、「車から声を掛けられても不用意に近付かない」等の予防法の確

認、通報（新居浜警察署 ３５－０１１０）にご協力ください。 

いか…知らない人についていかない   お…おお声を出す  

の…他人の車にのらない       す…すぐ逃げる  

                  し…何かあったらすぐしらせる 

◆ インターネットや携帯電話の使い方に気を付ける。 

インターネット、携帯電話などで被害にあう事例（メール、ライン、ＳＮＳ等への悪質な

書き込みにより、いじめの被害に遭う例）が続発しています。また、他者と通信できる携

帯用ゲーム機もあります。 

大人が使用状況を把握するなど、使用のルールについてご家庭でも話し合ってみてくだ

さい。（ＰＴＡ新居浜スマホルールで、他者との通信は夜９時までとなっています。） 

                          

◆ 帰宅時間を守る。 

夕暮れ時は、交通事故の危険性が高まります。夕方５時には帰宅するようにご指導くだ

さい。 

 

 

  

◆ 充実した（思い出に残る）夏休みを過ごす 

地域の行事などに進んで参加し、家族や地域とのコミュニケーションを深めましょう。 

土・日・祝日、学校閉庁日（８月１３日から１６日）等学校が休みのときに、交通事故、不審者等の

緊急の場合は、新居浜警察署（０８９７－３５－０１１０）にお電話ください。 

それ以外で、学校への連絡が必要な場合は、市役所夜間・休日専用（０８９７－３３－５１５１）へ

ご連絡ください。その際、①学校名、学年、学級 ②お子様のお名前 ③連絡者の氏名 ④折り返しの

連絡先を市役所宿直職員にお伝えください。後ほど、学校から折り返しの連絡をいたします。 


